
中国四国防衛局達第４号

改正 平成２３年３月３１日中国四国防衛局達第５号

改正 平成２９年１２月４日中国四国防衛局達第９号

改正 令和２年３月２３日中国四国防衛局達第２９号

改正 令和４年４月１日中国四国防衛局達第１号

改正 令和５年３月２７日中国四国防衛局達第７号

情報公開・個人情報保護室の設置に関する規則を次のように定め

る。

平成１９年９月１日

中国四国防衛局長 月橋 晴信

情報公開・個人情報保護室の設置に関する規則

（設置）

第１条 行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成１１年

法律第４２号）及び個人情報の保護に関する法律（平成１５年法

律第５７号）の施行に伴う行政文書の開示等及び個人情報の開示

等に関する事務を円滑かつ適切に処理するため、中国四国防衛局

総務部総務課に、情報公開・個人情報保護室を置く。

（所掌事務）

第２条 情報公開・個人情報保護室は、中国四国防衛局の保有する

情報の公開並びに保有個人情報の開示、訂正及び利用停止並びに

行政機関等匿名加工情報の提供の手続等に関する事務のほか、防

衛省本省の情報公開に関する訓令（平成１３年防衛庁訓令第３９

号）第２条第１項に定める事務並びに防衛省本省の保有する個人

情報の開示、訂正及び利用停止並びに行政機関等匿名加工情報の

提供に関する訓令（平成１７年防衛庁訓令第３４号）第３条第１

項に定める事務をつかさどる。

（構成）

第３条 情報公開・個人情報保護室は、室長、副室長、室長補佐及



び室員をもって構成する。

２ 室長は、総務課長をもって充てるものとし、室の事務を掌理す

る。

３ 副室長は、報道官をもって充てるものとし、室長を助け、室の

事務を整理する。

４ 室長補佐は、総務課課長補佐（総務、企画、審査担当）をもっ

て充てるものとし、室員を指揮監督し、室の事務に従事する。

５ 室員は、総務課審査係長及び室長が指定する同課の職員をもっ

て充てるものとし、室の事務に従事する。

（関係課等の協力）

第４条 室長は、情報公開・個人情報保護室の所掌事務の遂行上必

要がある場合には、関係課等の長に対し協力を求めることができ

る。

２ 関係課等の長は、情報公開・個人情報保護室の所掌事務の円滑

な遂行に協力しなければならない。

（雑則）

第５条 この規則に定めるもののほか、情報公開・個人情報保護室

の運営に関し必要な事項は、総務部長が定める。

附 則

この達は、平成１９年９月１日から施行する。

附 則（平成２３年３月３１日中国四国防衛局達第５号）

この達は、平成２３年４月１日から施行する。

附 則（平成２９年１２月４日中国四国防衛局達第９号）

この達は、平成２９年１２月４日から施行する。

附 則（令和２年３月２３日中国四国防衛局達第２９号）

この達は、令和２年４月１日から施行する。

附 則（令和４年４月８日中国四国防衛局達第１号）

この達は、令和４年４月１日から施行する。

附 則（令和５年３月２７日中国四国防衛局達第７号）

この達は、令和５年４月１日から施行する。


